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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに異なる機能を割り付けられた複数の機能キーを表示自在であり表示中の機能キー
に対するタッチ操作を受け付ける操作表示部と、
　前記複数の機能キーのうち所定の動作キーに対するタッチ操作が行われると、前記動作
キーを非表示にし、前記動作キーの表示領域の隣接領域に、前記動作キーに割り当てられ
た機能を中止させる機能を割り当てられた中止キーを表示させる制御部と、を備え、
　前記動作キーは、第１動作モードの機能を割り付けられた第１動作モードキー、及び第
２動作モードの機能を割り付けられた第２動作モードキーを含み、
　前記制御部は、前記第１動作モードキーと前記第２動作モードキーとを互いに隣接して
表示し、前記第１動作モードキー及び前記第２動作モードキーのうち一方の動作モードキ
ーに対するタッチ操作が行われると、他方の動作モードキーの表示領域に前記中止キーを
表示させることを特徴とする操作装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記第１動作モードキーと前記第２動作モードキーとの間の領域に対し
てタッチ操作が行われた場合、前記第１動作モードキー及び前記第２動作モードキーのう
ち予め設定された方の動作モードキーの表示領域に前記中止キーを表示させる、請求項１
に記載の操作装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の操作装置を備える画像形成装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、複数の機能キーを表示自在であり表示中の機能キーに対するタッチ操作を
受け付ける操作装置、及びこれを備える画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複写機、ファクシミリ、プリンタ、及びこれらの組み合わせに係る複合機等の電子機器
に搭載される操作装置の中には、互いに異なる機能を割り付けられた複数の機能キーを表
示自在であり表示中の機能キーに対するタッチ操作を受け付ける操作表示部を備えるもの
がある。
【０００３】
　このような操作装置を備えた電子機器として、例えば、コピー動作の開始を指示するた
めのコピーキー、及びコピー動作の開始後にコピー動作の中止を指示するためのコピー中
止キーを表示自在な操作装置を備える画像形成装置が知られている（例えば、特許文献１
参照。）。この従来の操作装置では、コピーキーに対してタッチ操作が行われると、コピ
ーキーが非表示にされた後、コピーキーの表示領域と同一の領域に、コピー中止キーが表
示される。コピーキーとコピー中止キーという互いに相反する機能を割り付けられた機能
キーが同一の表示領域に切り換え表示されることで、コピー動作の開始後に設定ミスに気
付くなどコピー動作を中止したくなった場合に、コピー中止キーを即座に見付け、迅速に
タッチ操作を行うことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－００３７４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上述のような従来の操作装置では、ユーザがコピーキーの同一箇所を連打して
しまうことがある。理由として、他の処理も同時進行させることや負荷の大きい処理を実
行させること等によって、ユーザがコピーキーに対するタッチ操作を行ってからコピー動
作を開始したと実感できるまでの時間が通常時よりも長くなる場合があることや、ユーザ
のタッチミス等が挙げられる。
【０００６】
　また、複数処理の同時進行等の理由によってコピーキーからコピー中止キーへの表示の
切り換えが遅延する一方、内部処理ではコピーキーの入力操作の待機状態からコピー中止
キーの入力操作の待機状態へと移行している場合がある。このような場合にコピーキーが
連打されると、ユーザはコピー開始指示を行ったつもりが、実際にはコピーキーに続けて
コピー中止キーのタッチ操作も行われてコピー動作が中止されてしまい、電子機器の動作
がユーザの意に反したものになってしまうという誤操作が生じてしまう。
【０００７】
　この発明の目的は、ユーザの誤操作を防止できる操作装置及びこれを備える画像形成装
置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明の操作装置は、操作表示部、及び制御部を備える。操作表示部は、互いに異な
る機能を割り付けられた複数の機能キーを表示自在であり、表示中の機能キーに対するタ
ッチ操作を受け付ける。制御部は、複数の機能キーのうち所定の動作キーに対するタッチ
操作が行われると、動作キーを非表示にし、動作キーの表示領域内及び動作キーの表示領
域の隣接領域を含む近接領域であって動作キーに対するタッチ操作が行われた領域以外の
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領域に、動作キーに割り当てられた機能を中止させる機能を割り当てられた中止キーを表
示させる。
【０００９】
　この構成では、中止キーは、動作キーの近接領域に表示されるので、動作キーに割り当
てられた機能を中止したくなった場合に、中止キーを即座に見付け、迅速にタッチ操作を
行うことができる。また、中止キーは、動作キーに対するタッチ操作が行われた領域以外
の領域に表示されるので、ユーザが動作キーの同一箇所を連打した場合でも、中止キーが
誤ってタッチ操作されることがない。このため、ユーザの意に反して動作が中止されると
いった事態が防止される。
【００１０】
　上述の構成において、動作キーは、第１動作モードでの動作の開始を指示する第１動作
モードキー、及び第２動作モードでの動作の開始を指示する第２動作モードキーを含み、
第１動作モードキーと第２動作モードキーとは互いに隣接して表示され、第１動作モード
キー及び第２動作モードキーのうち一方の動作モードキーに対するタッチ操作が行われる
と、他方の動作モードキーの表示領域に中止キーが表示されるように構成することができ
る。
【００１１】
　この構成では、第１動作モード又は第２動作モードの選択の入力操作と、選択した方の
動作モードでの動作開始指示の入力操作とをワンタッチで行うことができる。また、タッ
チ操作された方の動作モードキーとは異なる方の動作モードキーの表示領域に、中止キー
が表示されるので、動作モードキーが連打された場合でも、中止キーが誤ってタッチ操作
されることを防止できる。
【００１２】
　また、第１動作モードキーと第２動作モードキーとの間の領域に対してタッチ操作が行
われた場合、第１動作モードキー及び第２動作モードキーのうち予め設定された方の動作
モードキーの表示領域に中止キーが表示されることが好ましい。
【００１３】
　この構成では、ユーザによるタッチ操作の位置が第１動作モードキーと第２動作モード
キーとの間の領域にずれた場合でも、ユーザの誤操作を防止することができる。
【００１４】
　さらに、動作キーは、動作の開始を指示するスタートキーであり、中止キーは、スター
トキーが非表示にされた後、スタートキーの表示領域内であってスタートキーに対するタ
ッチ操作が行われた領域以外の領域に表示されるように構成することができる。
【００１５】
　この構成では、中止キーの表示箇所は、スタートキーの表示領域内ではあるが、スター
トキーに対するタッチ操作が行われた領域以外の領域なので、スタートキーの同一箇所が
連打された場合でも、中止キーが誤ってタッチ操作されることを防止できる。
【００１６】
　この発明の画像形成装置は、上述のいずれかの構成の操作装置を備える。
【００１７】
　この構成では、中止キーは、動作キーに対するタッチ操作が行われた領域以外の領域に
表示されるので、ユーザが動作キーの同一箇所を連打した場合でも、中止キーが誤ってタ
ッチ操作されることがない。このため、ユーザの意に反して動作が中止されるといった事
態が防止される。
【発明の効果】
【００１８】
　この発明によれば、ユーザの誤操作を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】この発明の第１実施形態に係る操作装置を備えた画像形成装置の一部の斜視図で
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ある。
【図２】（Ａ）は前記画像形成装置の側面図であり、（Ｂ）はその正面図である。
【図３】前記画像形成装置の電気的構成を示すブロック図である。
【図４】第１実施形態に係る操作装置の制御部の処理手順を示すフローチャートである。
【図５】第１実施形態に係る操作装置の操作表示部のスタート待機状態の画面を示す図で
ある。
【図６】第１実施形態に係る操作装置の操作表示部のスタート後の画面を示す図である。
【図７】比較例に係る操作装置の操作表示部のスタート後の画面を示す図である。
【図８】第２実施形態に係る操作装置の制御部の処理手順を示すフローチャートである。
【図９】第２実施形態に係る操作装置の操作表示部におけるスタートキーに対するタッチ
操作の領域区分を示す図である。
【図１０】第３実施形態に係る操作装置の制御部の処理手順を示すフローチャートである
。
【図１１】第３実施形態に係る操作装置の操作表示部におけるスタートキーに対するタッ
チ操作の領域区分を示す図である。
【図１２】第３実施形態に係る操作装置の操作表示部のスタート待機状態の画面を示す図
である。
【図１３】第３実施形態に係る操作装置の操作表示部のスタート後の画面を示す図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図１、図２（Ａ）及び図２（Ｂ）に示すように、この発明の実施形態に係る操作装置１
０は、画像形成装置１に搭載されている。画像形成装置１は、操作装置１０の他に、本体
装置２を備えている。
【００２１】
　本体装置２は、画像読取部３、画像形成部４、及び給紙部５を備え、いわゆる胴内排紙
形状を呈している。
【００２２】
　画像読取部３は、本体装置２の上部に配置されている。画像読取部３は、原稿台３１上
に載置された原稿に光を照射し、反射した光に基づいて原稿の画像を読み取って画像デー
タを生成する画像読取処理を行う。なお、図１、図２（Ａ）及び図２（Ｂ）では、原稿台
３１の上面を閉鎖及び開放自在な蓋部材の記載が省略されている。図３（Ａ）及び図３（
Ｂ）においても同様に蓋部材の記載が省略されている。
【００２３】
　給紙部５は、本体装置２の下部に配置され、複数の給紙カセット５１，５２，５３，５
４を有している。給紙カセット５１～５４のそれぞれには、記録媒体の一例である用紙が
収容されている。給紙部５は、用紙を１枚ずつ画像形成部４へ供給する。
【００２４】
　画像形成部４は、画像読取部３が生成した画像データ又は外部から入力した画像データ
に基づいて、用紙に画像形成処理を行う。一例として、画像形成部４は、電子写真方式の
画像形成処理を行う。画像形成部４は、画像データに基づいて形成したトナー像を用紙に
担持させ、図示しない定着装置においてトナー像を用紙に熱及び圧力によって固着させる
。
【００２５】
　画像形成部４は、画像読取部３と給紙部５との間に配置されている。画像形成部４は、
画像形成処理済みの用紙を収容する用紙排紙トレイ４１を設けるための空間４２を画像読
取部３の下に残すように、本体装置２の幅方向９１における第１端部に設けられた用紙排
紙部４３を有する。画像形成部４は、画像形成処理済みの用紙を、用紙排紙部４３から用
紙排紙トレイ４１へ排出する。
【００２６】
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　操作装置１０は、本体装置２の前面に配置されている。一例として、操作装置１０は、
画像読取装置３の前面に取り付けられている。また、一例として、操作装置１０は、幅方
向９１において用紙排紙部４３が配置された第１端部の反対側の第２端部に取り付けられ
ている。
【００２７】
　画像形成装置１は、コピーモード、プリンタモード、及びファクシミリモードを備え、
これらの動作モードのうちから選択されたいずれかの動作モードで動作する。例えば、コ
ピーモードでは、画像読取部３において原稿から画像データが読み取られ、この画像デー
タに基づいて画像形成部４において用紙に画像形成処理が行われる。
【００２８】
　図３に示すように、画像形成装置１は、本体制御部２０をさらに備えている。操作装置
１０は、操作制御部１１、及び操作表示部１２を備えている。操作表示部１２は、表示部
１３及び操作部１４を有している。一例として、操作表示部１２は、液晶表示装置で構成
された表示部１３とタッチパネルで構成された操作部１４とが互いに重ね合わされて構成
された液晶タッチパネルである。
【００２９】
　操作制御部１１は、表示部１３に画像を表示させる。操作制御部１１は、互いに異なる
機能を割り付けられた複数の機能キーを表示部１３に表示させることができる。操作部１
４は、表示中の機能キーに対するタッチ操作を受け付ける。操作制御部１１は、表示部１
３に表示中の画像の座標と、操作部１４に対してタッチ操作された座標との関係に基づい
て、コピー条件設定やコピー開始指示等の入力操作の内容を判別し、本体制御部２０へ入
力操作データを出力する。
【００３０】
　本体制御部２０は、操作装置１０から入力した入力操作データに基づいて、画像読取部
３、画像形成部４、及び給紙部５を動作させる。本体制御部２０は、画像形成装置１の各
部を統括的に制御している。
【００３１】
　図４～図６に示すように、操作表示部１２には、互いに異なる機能を割り付けられた複
数の機能キーが表示されている。機能キーの中には、白黒コピースタートキー６１、及び
カラーコピースタートキー６２がある。白黒コピースタートキー６１がタッチ操作即ち押
下されると、白黒コピーモードのコピー動作が開始される。カラーコピースタートキー６
２が押下されると、カラーコピーモードのコピー動作が開始される。白黒コピースタート
キー６１とカラーコピースタートキー６２とは、操作表示部１２のうちの所定箇所に互い
に隣接して表示される。
【００３２】
　操作制御部１１は、複数の機能キーのうち所定の動作キーに対するタッチ操作が行われ
ると、前記動作キーを非表示にし、前記動作キーの表示領域内及び前記動作キーの表示領
域の隣接領域を含む近接領域であって前記動作キーに対するタッチ操作が行われた領域以
外の領域に、前記動作キーに割り当てられた機能を中止させる機能を割り当てられた中止
キーを表示させる。
【００３３】
　第１実施形態に係る操作装置１０では、操作制御部１１は、白黒コピースタートキー６
１が押下されると（Ｓ１）、白黒コピースタートキー６１及びカラーコピースタートキー
６２を非表示にし、白黒コピースタートキー６１の表示領域の隣接領域即ちカラーコピー
スタートキー６２の表示領域に、コピー中止キー６３を表示させる（Ｓ２）。ユーザが白
黒コピー動作を中止させたい場合は、コピー中止キー６３を押下することで、白黒コピー
動作が中止される。
【００３４】
　操作制御部１１は、カラーコピースタートキー６２が押下されると（Ｓ３）、白黒コピ
ースタートキー６１及びカラーコピースタートキー６２を非表示にし、カラーコピースタ
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ートキー６１の表示領域の隣接領域即ち白黒コピースタートキー６１の表示領域に、コピ
ー中止キー６３を表示させる（Ｓ４）。ユーザがカラーコピー動作を中止させたい場合は
、コピー中止キー６３を押下することで、カラーコピー動作が中止される。
【００３５】
　このように、白黒コピースタートキー６１及びカラーコピースタートキー６２のうち一
方のコピースタートキーが押下されると、他方のコピースタートキーの表示領域にコピー
中止キー６３が表示される。押下された方のコピースタートキーとは異なる方のコピース
タートキーの表示領域に、コピー中止キー６３が表示されるので、コピースタートキーが
連打された場合でも、コピー中止キー６３が誤って押下されるという誤操作を防止できる
。このため、ユーザの意に反してコピー動作が中止されるといった事態を防止できる。
【００３６】
　図７に示す比較例のように、白黒コピースタートキー６１の表示領域にコピー中止キー
６３が表示されると、白黒コピースタートキー６１が連打された場合に、コピー中止キー
６３が誤って押下されることがあり、ユーザの意に反してコピー動作が中止される虞があ
る。第１実施形態に係る操作装置１０によれば、上述のように、コピー中止キー６３は、
押下されたコピースタートキーの表示領域とは異なる領域である隣接領域に表示されるの
で、コピースタートキーが連打された場合でも比較例のように誤ってコピー中止キー６３
が押下されることを防止できる。
【００３７】
　また、コピー中止キーは、コピースタートキーの隣接領域に表示されるので、コピー動
作を中止したくなった場合に、コピー中止キー６３を即座に見付け、迅速に押下すること
ができる。
【００３８】
　図８に、第２実施形態に係る操作装置１０の操作制御部１１の処理手順を示す。第２実
施形態に係る操作装置１０では、図５に示す操作表示部１２と同様に白黒コピースタート
キー６１とカラーコピースタートキー６２とが互いに隣接するように表示される。第２実
施形態に係る操作装置１０では、白黒コピースタートキー６１及びカラーコピースタート
キー６２が表示された状態で、白黒コピースタートキー６１の表示領域６１Ａとカラーコ
ピースタートキー６２の表示領域６２Ａとの中間領域６４Ａが押下された場合、白黒コピ
ースタートキー６１及びカラーコピースタートキー６２のうち予め設定されたいずれか一
方のコピースタートキーが押下されたものとしてコピー動作開始指示が入力される。
【００３９】
　一例として、中間領域６４Ａが押下されると、白黒コピースタートキー６１が押下され
たものとして白黒コピー動作開始指示が入力される。
【００４０】
　図８に示すように、白黒コピースタートキー６１が押下されると（Ｓ１）、白黒コピー
スタートキー６１及びカラーコピースタートキー６２が非表示にされ、カラーコピースタ
ートキー６２の表示領域に、コピー中止キー６３が表示される（Ｓ２）。
【００４１】
　カラーコピースタートキー６２が押下されると（Ｓ３）、白黒コピースタートキー６１
及びカラーコピースタートキー６２が非表示にされ、白黒コピースタートキー６１の表示
領域に、コピー中止キー６３が表示される（Ｓ４）。
【００４２】
　操作制御部１１は、中間領域６４Ａが押下されると（Ｓ５）、白黒コピー動作を開始さ
せ、カラーコピースタートキー６２の表示領域に、コピー中止キー６３を表示させる（Ｓ
６）。
【００４３】
　第２実施形態に係る操作装置１０によれば、中間領域６４Ａが押下された場合でも、白
黒コピースタートキー６１及びカラーコピースタートキー６２のうち使用頻度の高い方の
コピースタートキーが押下されたものとしてコピー動作開始指示の入力を受け付けるよう
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に予め設定しておくことで、操作性が向上する。また、ユーザによるタッチ操作の位置が
中間領域６４Ａにずれて中間領域６４Ａが連打された場合でも、コピー中止キー６３が誤
って押下されるという誤操作を防止できる。
【００４４】
　図１０～図１３を参照しつつ、第３実施形態に係る操作装置１０について説明する。第
３実施形態に係る操作装置１０では、図１２に示すように、１個のコピースタートキー６
５が表示される。図１１に示すように、コピースタートキー６５は、複数の領域６５Ａ，
６５Ｂに区分され、コピースタートキー６５が押下された場合にいずれの領域が押下され
たのかの情報が操作制御部１１に入力される。一例として、コピースタートキー６５は、
第１領域６５Ａと第２領域６５Ｂとに区分されている。
【００４５】
　図１０に示すように、操作制御部１１は、コピースタートキー６５の第１領域６５Ａが
押下された場合は（Ｓ１１）、コピースタートキー６５を非表示にし、コピースタートキ
ー６５の表示領域内であって第１領域６５Ａとは異なる領域即ち第２領域６５Ｂに、コピ
ー中止キー６６を表示させる（Ｓ１２）。ユーザがコピー動作を中止させたい場合は、コ
ピー中止キー６６を押下することで、コピー動作が中止される。
【００４６】
　操作制御部１１は、コピースタートキー６５の第２領域６５Ｂが押下された場合は（Ｓ
１３）、コピースタートキー６５を非表示にし、コピースタートキー６５の表示領域内で
あって第２領域６５Ｂとは異なる領域即ち第１領域６５Ａに、コピー中止キー６６を表示
させる（Ｓ１４）。
【００４７】
　第３実施形態に係る操作装置１０では、コピー中止キー６６の表示箇所は、コピースタ
ートキー６５の表示領域内ではあるが、コピースタートキー６５が押下された領域以外の
領域なので、コピースタートキー６５の同一箇所が連打された場合でも、コピー中止キー
６６が誤ってタッチ操作されるという誤操作を防止できる。
【００４８】
　上述の実施形態のそれぞれの技術的特徴を互いに組み合わせることで、新たな実施形態
を構成することが考えられる。
【００４９】
　上述の実施形態の説明は、すべての点で例示であって、制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は、上述の実施形態ではなく、特許請求の範囲によって示
される。さらに、本発明の範囲には、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべ
ての変更が含まれることが意図される。
【符号の説明】
【００５０】
　１　画像形成装置
　２　本体装置
　１０　操作装置
　１１　操作制御部
　１２　操作表示部
　６１　白黒コピースタートキー
　６２　カラーコピースタートキー
　６３，６６　コピー中止キー
　６４Ａ　中間領域
　６５　コピースタートキー
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